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労災保険のことなら 

「葛城経営研究会」 

詳しくは、 
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・労働保険年度更新準備。 
（7 月 10 日が期限） 

 
・市町村から送付される特別 

徴収税額の決定通知書（個
人住民税）の確認、各従業
員への通知。6 月からの特
別徴収事務に備える。 

▮～令和 5年度～ 

働き方改革推進支援助成金（適用猶予業種等対応コース）について 

皆様今回の連休はいかがで
したでしょうか、満喫でき
たでしょうか。 
毎年、ゴールデンウィーク
開けたら梅雨に入って、そ
れから夏に入りますが、今
年は、新型コロナウイルス
が季節性インフルエンザと
同じ「5 類」に引き下げに
なることで、外出する時
に、熱い中でずっとマスク
を着用しなくても済むこと
が私にとってはとても嬉し
いことです。 
遊びに行くときにやっとマ
スクなしの写真が撮れるの
で、今年の夏を楽しみにし
ています（笑）  （姚） 

【厚生労働省より】 

 

●令和 6 年４月１日から、建設業、運送業、病院等、砂糖製造業といった、適用猶予業種 
等へ時間外労働の上限規制が適用されます。 

●このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休２日制の推進、勤務間イン 
ターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業 
主の皆さまを支援します。 

■支給対象となる取り組み～いずれか 1 つ以上を実施～ 

 １. 労務管理担当者に対する研修(※1) 
２. 労働者に対する研修（※1）、周知・啓発 

３. 外部専門家（社会保険労務士、中小企業診断士など） によるコンサルティング 
４. 就業規則・労使協定等の作成・変更 
５. 人材確保に向けた取組 

６. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新(※2) 
７. 労務管理用機器の導入・更新(※2) 
８. デジタル式運行記録計（デジタコ）の導入・更新(※2) 

９. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※2) 
（小売業のＰＯＳ装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など） 

■成果目標の設定～以下①～④のうち 1 つ以上を選択し、達成を目指して実施～ 

上記の成果目標の達成状況に応じて、支給対象となる取り組みの実施に要した経費の一部が 
支給されます。 

■支給額 

① 
(1) 

月 60時間を超える 36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること 
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月 60 時間以下に設定 
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月 60 時間を超え月 80 時間以下 

に設定 

建設業、運送業、
砂糖製造業が選択
可能 

(2) 
月 80時間を超える 36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること 
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月 80 時間以下に設定 

病院等が選択可能 

② 
全ての対象事業場において、４週における所定休日を１日から４日以上 
増加させること 

建設業が選択可能 

③ 
９時間以上の勤務間インターバルを導入すること 
（新規導入、適用範囲の拡大、時間延長） 

運送業、病院等が
選択可能 

④ 
医師の働き方改革の推進 
（労務管理体制の構築等と医師の労働時間の実態把握と管理を実施すること） 

病院等が選択可能 

上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額を３％以上または、 
5％以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。 

(※1)研修には、
勤務間インターバ
ル制度に関するも

の及び業務研修も
含みます。 

(※2)原則としてパソ
コン、タブレット、ス

マートフォンは対象と
なりません。 

支給額：以下のいずれか低い方の額 

Ⅰ以下１～５の上限額および 6 の加算額の合計額 

Ⅱ対象経費の合計額×補助率３／４(※3) 

(※3)常時使用する労働者数が 30 人以下かつ、

支給対象の取組で６から９を実施する場合で、

その所要額が３０万円を超える場合の補助率は

４／５ 

【Ⅰの上限額】 

１．成果目標①(1)の上限額 

２．成果目標①(2)の上限額 

３．成果目標②の上限額 
：1 日増加ごとに 25万円(最大 100万円) 

６．賃金引上げの達成時の加算額 

４．成果目標③の上限額 

５．成果目標④の上限額：50 万円 

(適用範囲の拡大、時間延長の場合には半額となります) 
休憩時間数(※４) 1 企業当たりの上限額 

９時間以上 
11 時間未満 

100 万円 

11 時間以上 150 万円 

(※4)事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間イン

ターバルの休息時間数のうち、最も短いものを指します。 

事業実施後に設定す
る時間外労働と休日
労働の合計時間数 

事業実施前の設定時間数 

現に有効な 36 協定にお
いて、時間外労働と休
日労働の合計時間数を
月 80 時間を超えて設定
している事業場 

現に有効な 36 協定にお
いて、時間外労働と休
日労働の合計時間数を
月 60 時間を超えて設定
している事業場 

時間外労働と休日労
働の合計時間数を月
60時間以下に設定 

250 万円 200 万円 

時間外労働と休日労
働の合計時間数を月
60 時間を超え、月
80時間以下に設定 

150 万円 ― 

 

事業実施後に
設定する時間
外労働と休日
労働の合計時
間数 

事業実施前の設定時間数 

現に有効な 36 協定
において、時間外労
働と休日労働の合計
時間数を月 100 時間
を超えて設定してい
る事業場 

現に有効な 36 協定
において、時間外労
働と休日労働の合計
時間数を月 90 時間
を超えて設定してい
る事業場 

現に有効な 36 協定
において、時間外労
働と休日労働の合計
時間数を月 80 時間
を超えて設定してい
る事業場 

時間外労働と
休日労働の合
計時間数を月
80 時間以下に
設定 

250 万円 200 万円 150 万円 

 

(常時使用する労働者数が 30 人以下の場合) 

引上げ人数 1～3人 4～6人 7～10 人 11～30 人 

3％以上 
引上げ 30 万円 60 万円 100 万円 1 人当たり 10万円 

(上限 300 万円) 

5％以上 
引上げ 48 万円 96 万円 160 万円 1 人当たり 16万円 

(上限 480 万円) 

 
(常時使用する労働者数が 30 人を超える場合) 

引上げ人数 1～3人 4～6人 7～10 人 11～30 人 

3％以上 
引上げ 15 万円 30 万円 50 万円 1 人当たり 5万円 

(上限 150 万円) 

5％以上 
引上げ 24 万円 48 万円 80 万円 1 人当たり 8万円 

(上限 240 万円) 

 


